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(57)【要約】
【課題】　より高い電流効率を有し、製造プロセスが簡
素化された、透明電極と対向電極との間に複数の有機発
光層を積層し、その各有機発光層間に中間電荷発生層が
挟んで配置されている発光素子、すなわちタンデム型発
光素子の提供。
【解決手段】　その発光素子は、透明電極と、この透明
電極に対向して配置された対向電極と、中間電荷発生層
と、前記透明電極と対向電極との間に中間に前記中間電
荷発生層を挟んで介在された複数の有機発光層とを有し
、かつ中間電荷発生層は、フタロシアニン系有機化合物
ホストにｎドーパントを含有する層と、フタロシアニン
系有機化合物ホストにｐドーパントを含有する層の積層
構造からなり、前記両フタロシアニン系有機化合物が同
一の化合物であることを特徴とする。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　透明電極と、この透明電極に対向して配置された対向電極と、中間電荷発生層と、前記
透明電極と対向電極との間に中間に前記中間電荷発生層を挟んで介在された複数の有機発
光層とを有し、かつ中間電荷発生層は、フタロシアニン系有機化合物ホストにｎドーパン
トを含有する層と、フタロシアニン系有機化合物ホストにｐドーパントを含有する層の積
層構造からなり、前記両フタロシアニン系有機化合物が同一の化合物であることを特徴と
する発光素子。
【請求項２】
　フタロシアニン系有機化合物が亜鉛フタロシアニン（ＺｎＰｃ）である請求項１に記載
の発光素子
【請求項３】
　ｎドーパントがマグネシウムである請求項１又は２に記載の発光素子。
【請求項４】
　ｐドーパントが７，７，８，８－テトラシアノー２，３，５，６テトラフルオロキノジ
メタン（Ｆ4－ＴＣＮＱ）である請求項１ないし３のいずれか１項に記載の発光素子。
【請求項５】
　ｎドーパントを含有する層が透明電極側に配置されている請求項１ないし４のいずれか
１項に記載の発光素子。
【請求項６】
　中間電荷発生層上にＴＰＤからなるホール輸送層を形成した請求項１ないし５のいずれ
か１項に記載の発光素子。
【請求項７】
　発光層はＴＰＤからなるホール輸送層上に形成された、電子輸送層を兼ねるＡｌｑ3で
ある請求項６に記載の発光素子。
【請求項８】
　透明電極がＩＴＯ、対向電極がアルミニウムである請求項１ないし７のいずれか１項に
記載の発光素子。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、有機発光層を有する発光素子、すなわち有機ＥＬ発光素子に関する。
　より詳しくは、透明電極と対向電極との間に複数の有機発光層を積層し、その各有機発
光層間に中間電荷発生層が挟んで配置されている有機ＥＬ発光素子、すなわちタンデム型
有機ＥＬ発光素子に関する。
【背景技術】
【０００２】
　有機ＥＬ発光素子の基本構造は、図２に図示するように、基板１０上に設けられた透明
電極１１と、この透明電極１１に対向して配置された対向電極１２と、その間に配置され
た有機発光層１３とを有するものである。
　これを用いて表示装置（ディスプレイ）を形成するには、単一の発光素子をマトリック
ス状に配置するマトリックス型発光装置とすることになる。
　その際に用いる有機発光材料については種々の材料が開発されているが、その効率は最
大でもη＝１０ｃｄ／Ａ～１７ｃｄ／Ａであるといわれている。
【０００３】
　このため、１０インチ以上の大面積や、画素数が（３２０×２４０）以上の高精細ディ
スプレイを実現しようとすると、次の点が問題となってきた。
　高精細ディスプレイでは、走査線がＮ本（Ｎ＞１００）となり、そのため瞬間的には求
める輝度Ｌｏ（ｎｉｔ）のＮ倍、すなわち、ＬＮ（ｎｉｔ）が必要である。
　このときに必要な電流密度は、Ｉ＝ＬＮ／η（Ａ／ｍ2）＝（ＬＮ／η）×１０-4（Ａ



(3) JP 2008-234885 A 2008.10.2

10

20

30

40

50

／ｃｍ2）＝（ＬＮ／η）×１０-1（ｍＡ／ｃｍ2）である。
　従って、求める輝度Ｌｏ＝２００（ｎｉｔ）とした場合、次の表１に示すような大電流
密度が必要である。（η＝１０ｃｄ／Ａのとき）
【０００４】
【表１】

【０００５】
　上記のように大電流密度が必要となるので、
　(a)走査ライン、信号ラインの抵抗により電圧降下が大きく、消費電力が増大する。
　(b)大電流を注入できるような駆動回路が必要となり、そのため、駆動回路の大型化に
より薄型ディスプレイが実現できない。
　しかも、高精細になるにつれ、走査ラインおよび信号ラインが細線化し高抵抗化するた
め、ＣＲ時定数が大きくなり、素子の応答が遅れ、動画像を得る場合の支障となる。
　さらに、テレビジョンを実現したいというニーズに対しては輝度が３００ｎｉｔ以上必
要となるので、これらの問題はさらに不可避となる。
【０００６】
　このような問題を解決する技術として、透明電極と対向電極との間に複数の有機発光層
を積層し、その各有機発光層間に中間電荷発生層を挟んで配置する有機ＥＬ発光素子、す
なわち、いわゆるタンデム型有機ＥＬ発光素子が提案されている（特許文献１及び２参照
）。
【特許文献１】特開平１１－３２９７４８号公報
【特許文献２】特開２００３－２６４０８５号公報
【０００７】
　このようなタンデム型有機ＥＬ発光素子を採用することにより、画素の輝度をｎ倍にし
ようとした場合には、従来のＸＹマトリックス型発光装置、すなわちタンデム型構造では
ない発光装置では、駆動電流をｎ倍にする必要があるが、このタンデム型有機ＥＬ発光素
子では、駆動電圧がｎ倍になるものの、駆動電流は同じでよい。
　つまり、輝度を同一とすると、このタンデム型有機ＥＬ発光素子では、電圧は従来（非
タンデム型の場合）のｎ倍にはなるものの、電流が従来の１／ｎでよいため、従来問題と
なっていた走査、信号ラインの抵抗による電圧降下は１／ｎとなる。
【０００８】
　その結果、次の効果が期待できる。
　従来の発光装置（非タンデム型発光装置）では、走査線電流が大きく、そのため電圧降
下が大きく、消費電力の増大をもたらすこと、また、高精細、大面積の発光装置では走査
線電流が１Ａ近くとなり、実質的にはドライバーＩＣで駆動できないことが問題となって
いたが、この提案のタンデム型では、走査線電流は従来の１／ｎとなり、消費電力も減少
するので、より大面積かつ高精細、たとえば、１２インチＳＶＧＡ（画素数８００×６０
０、画素ピッチ１１０μｍ×３３０μｍ）以上も可能である。
【０００９】
　また、画素表示を行うためには、画素が高速に応答することが必要であるが、従来は配
線抵抗Ｒｏと駆動時に関係する静電容量Ｃ１との積で定まる時定数τｏ＝Ｒｏ・Ｃ１が大
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きく、数μＳ～数１０μＳとなっていた。
　このため、駆動波形の立ち上がり、立ち下がりが遅れ、動画表示に支障が出ていた。
　しかしながら、タンデム型では、Ｃｏが１／ｎとなり、さらに駆動時に関係する静電容
量Ｃ１も１／ｎとなり、その結果時定数はτｏ＝Ｒｏ・（Ｃ１／ｎ）となり、高速に応答
し、動画表示も高品質で行うことができる。
　なお、Ｃ１はＣｏと同一ではなく、駆動方式にもよるが、Ｃ１＝Ｃｏ×（縦画素数）程
度となる。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　本発明は、前記したタンデム型有機ＥＬ発光素子の特性を活用するものであり、より高
い電流効率（ｃｄ／Ａ）を有するタンデム型有機ＥＬ発光素子を提供することを解決すべ
き課題、すなわち目的とするものである。
　また、製造プロセスが簡素化され、製造コストが低減された有機ＥＬ発光素子を提供す
ることも目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明は、透明電極と、この透明電極に対向して配置された対向電極と、中間電荷発生
層と、前記透明電極と対向電極との間に中間に前記中間電荷発生層を挟んで介在された複
数の有機発光層とを有し、かつ中間電荷発生層は、フタロシアニン系有機化合物ホストに
ｎドーパントを含有する層と、フタロシアニン系有機化合物ホストにｐドーパントを含有
する層の積層構造からなり、前記両フタロシアニン系有機化合物が同一の化合物であるこ
とを特徴とするものである。
【００１２】
　本発明においては、以下のことが好ましい。
　(1)フタロシアニン系有機化合物が亜鉛フタロシアニン（ＺｎＰｃ）であること
　(2)ｎドーパントがマグネシウムであること
　(3)ｐドーパントが７，７，８，８－テトラシアノー２，３，５，６テトラフルオロキ
ノジメタン（Ｆ4－ＴＣＮＱ）であること
　(4)ｎドーパントを含有する層が透明電極側に配置されていること
　(5)中間電荷発生層上にＴＰＤからなるホール輸送層を形成したこと
　(6)発光層はＴＰＤからなるホール輸送層上に形成された、電子輸送層を兼ねるＡｌｑ3

であること
　(7)透明電極がＩＴＯ、対向電極がアルミニウムであること
【発明の効果】
【００１３】
　本発明は、タンデム型有機ＥＬ発光素子であるから、それが持つ特性を全て備えるもの
である。
　すなわち、画素の輝度をｎ倍にしようとした場合には、非タンデム型構造の発光装置で
は、駆動電流をｎ倍にする必要があるが、タンデム型有機ＥＬ発光素子では、駆動電圧が
ｎ倍にはなるものの、駆動電流は同じでよい。
　つまり、輝度を同一とすると、タンデム型有機ＥＬ発光素子では、電圧は従来（非タン
デム型の場合）のｎ倍になるものの、電流が従来の１／ｎでよいため、従来問題となって
いた走査、信号ラインの抵抗による電圧降下は１／ｎとなる。
【００１４】
　そのため非タンデム型発光装置では、走査線電流が大きく、その結果電圧降下が大とな
り、消費電力の増大をもたらすこと、また、高精細、大面積の発光装置では走査線電流が
１Ａ近くとなり、実質的にはドライバーＩＣで駆動できないことが問題となっていたが、
タンデム型では、走査線電流は従来の１／ｎとなり、消費電力も減少するので、より大面
積かつ高精細、たとえば１２インチＳＶＧＡ（画素数８００×６００、画素ピッチ１１０
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μｍ×３３０μｍ）以上も可能である。
【００１５】
　また、画素表示には、画素が高速に応答することが必要であるが、従来は時定数τｏ＝
Ｒｏ・Ｃ１が大きく、数μＳ～数１０μＳとなっていた。その結果駆動波形の立ち上がり
、立ち下がりが遅れ、動画表示に支障が出ていた。
　しかしながら、タンデム型では、Ｃｏが１／ｎとなり、さらに駆動時に関係する静電容
量Ｃ１も１／ｎとなり、その結果時定数はτｏ＝Ｒｏ・（Ｃ１／ｎ）となり、高速に応答
し、動画表示も高品質で行うことができる。
【００１６】
　本発明の発光素子は、前記したタンデム型有機ＥＬ発光素子の特性を備えることは勿論
のこと、それに加えて、より高い電流効率（ｃｄ／Ａ）を発現できる優れた作用効果を奏
するものである。
　また、本発明では、ドーパントをドープするホストは、ｎドーパント及びｐドーパント
のいずれについてもフタロシアニン系有機化合物で同一の化合物であり、そのため製造プ
ロセスは簡素化され、製造コストが低減される。
【００１７】
　そして、ｎドーパント及びｐドーパントをドーピングするホストとして用いたフタロシ
アニン系有機化合物は、ドーパントのホストとして好適なＨＯＭＯ準位（５．５ｅＶ±１
ｅＶ）及び好適なＬＵＭＯ準位（２．５ｅＶ±１ｅＶ）を有する最適なホストである。
　さらに、フタロシアニン系有機化合物は、熱安定性が高く、耐光性に優れており、この
点でも好適なホスト材料である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　以下において、本発明について発明を実施するための最良の形態を含む実施の形態に関
し、図１を用いて説明するが、本発明は、この実施の形態によって何等限定されるもので
はなく特許請求の範囲によって特定されるものであることはいうまでもない。
　その図１は、発明を実施するための最良の形態を図示するものであり、図１に図示され
た発光素子は、ＩＴＯからなる透明電極１、この透明電極に対向して配置されたアルミニ
ウムからなる対向電極２と、中間電荷発生層３とを備える。
【００１９】
　そして、その透明電極１と中間電荷発生層３との間、及び対向電極２と中間電荷発生層
３との間には、それぞれ有機発光層が配置されている。
　透明電極１と中間電荷発生層３との間の有機発光層、すなわち下側の有機発光層は、正
孔輸送層４及び発光層５から形成されている。
　また、対向電極２と中間電荷発生層３との間の有機発光層、すなわち上側の有機発光層
は、正孔輸送層６、発光層７、電子注入層８から形成されている。
　なお、この図１に図示された発光素子においては、発光層７は電子輸送性を有しており
、電子輸送層を兼務することになる。
【００２０】
　この実施の形態の下側の有機発光層においては、前記したとおり電子輸送層は発光層を
兼務しており、それが好ましいが勿論個別に形成してもよい。
　すなわち電子輸送層は発光層と別に形成してもよい。
　なお、発光層は電子輸送層を兼務できる材料である必要はなく、発光層単独の機能のみ
を有するものでもよく、その場合には必要なら別途電子輸送層を設ければよく、場合によ
っては設けなくともよい。
【００２１】
　また、本発明においては、有機発光層の積層構造は前記実施の形態に限定されるわけで
はなく、上下両有機発光層が好適に発光し得る構造であれば適宜積層構造が採用できる。
　すなわち、有機発光層には、発光層のほかに正孔注入層、正孔輸送層、電子注入層、電
子注入層を適宜組み合わせ使用でき、例えば下側の有機発光層にも上側の有機発光層と同
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様に電子注入層を形成してもよい。
【００２２】
　本発明における中間電荷発生層は、ホストに、ｎドーパントを含有させた層と、ｐドー
パントを含有させた層との積層構造であり、両層のホストは、共にフタロシアニン系有機
化合物で同一の化合物であり、その結果積層プロセスも簡略化できる利点がある。
　その際に使用するフタロシアニン系有機化合物としては、隣接積層材料のＨＯＭＯ準位
、ＬＵＭＯ準位と近いＨＯＭＯ準位、ＬＵＭＯ準位を有するという中間電荷発生層に要求
される機能を発現することができるものであれば、特に制限されることなく各種フタロシ
アニン系有機化合物が使用できる。
【００２３】
　そのフタロシアニン系有機化合物としては、亜鉛フタロシアニン（ＺｎＰｃ）、銅フタ
ロシアニン（ＣｕＰｃ）、マグネシウムフタロシアニン（ＭｇＰｃ）、フタロシアニン（
Ｈ2Ｐｃ）、鉄フタロシアニン（ＦｅＰｃ）、鉛フタロシアニン（ＰｂＰｃ）等が例示で
きるが、電荷発生層に隣接した電子輸送層（Ａｌｑ）のＬＵＭＯ準位に近いＬＵＭＯ準位
を有し、正孔輸送層（ＴＰＤ）のＨＯＭＯ準位に近いＨＯＭＯ準位を有する点で亜鉛フタ
ロシアニンが好ましい。
　なお、本発明で使用する「フタロシアニン系有機化合物」とは、下記一般式（１）で定
義することができる範疇のものであり、その炭素環については、例えば炭素にフッ素が結
合したもの（Ｆ16ＣｕＰｃ）等の各種置換基が結合したものであってもよい。
【００２４】
【化１】

【００２５】
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　そのフタロシアニン系有機化合物のホストにドーピングするｎドーパントとしては、通
常使用されている各種のｎドーパントが特に制限されることなく使用でき、それにはＭｇ
、Ｎａ、Ｋ、Ｒｂ、Ｃａ、Ｓｒ、Ｂａ、Ｌａ、Ｃｅ、Ｓｍ、Ｅｕ、Ｔｂ、Ｄｙ、Ｙｂ等が
例示できるが、強力な電子供与性を有している点でＭｇが好ましい。
　また、同様にフタロシアニン系有機化合物のホストにドーピングするｐドーパントにつ
いても、通常使用されている各種のｐドーパントが特に制限されることなく使用でき、そ
れにはＦ4－ＴＣＮＱ、ＦｅＣｌ3、ＳｂＣｌ5、Ｆ16ＣｕＰｃ等が例示できるが、強力な
電子吸引性を有している点でＦ4－ＴＣＮＱが好ましい。
【００２６】
　本発明における透明電極は陽極であることが好ましいが、透明電極を陰極とすることも
勿論可能である。
　その透明電極は、透明で有機発光層で発光した光を外部に取り出すことができ、かつ有
機発光層を対向電極と共働して発光させることができる機能を有する限り特に制限される
ことなく各種電極材料が使用でき、ＩＴＯ、２～２０ｗｔ％の酸化亜鉛を含む酸化インジ
ウム（ＩＺＯ）、酸化亜鉛、酸化スズ等が例示できるが、抵抗が低いという点でＩＴＯが
好ましい。
【００２７】
　また、対向電極は前記透明電極に対向する反対側に位置する電極で陰極であることが好
ましいが、勿論陽極とすることもでき、その場合には透明電極は陰極ということになる。
　その対向電極は透明電極と共働して有機発光層を発光させることができる機能を有する
限り特に制限されることなく各種電極材料が使用でき、Ａｌ、Ｍｇ－Ａｇ合金等が例示で
きるが、高い導電性を有している点でＡｌが好ましい。
【実施例１】
【００２８】
　以下において、図３を用いて本発明の実施例１を示すが、本発明はこの実施例によって
何等限定されるものではなく、特許請求の範囲によって特定されるものであることはいう
までもない。
　なお、図３は実施例１の発光素子の積層構造を図示するものである。
【００２９】
　基板には、面抵抗１０Ω／□、膜厚１５０ｎｍのインジウム－スズ酸化物（ＩＴＯ）膜
が形成されたガラス板を用い、それを使用直前に沸騰させたエタノール中に約５分間浸し
、引き上げ後、エタノールの沸騰蒸気に曝し、その後ＵＶ－オゾンクリーナーで約２０分
間洗浄し、基板上の有機物を除去した。クリーナーから取り出す際には窒素置換を行った
。
　次いで、素子作製を行ったが、その際に真空蒸着装置（ＳＵＬＶＡＣ製「ＥＸ－４００
」）を使用し、ＵＶオゾン洗浄まで終了した基板を前記蒸着装置のチャンバー内に配置し
、３．３×１０-6Ｔｏｒｒ以下で、以下の全ての層を蒸着にて形成した。
【００３０】
　まず、透明電極１であるＩＴＯ上に、ホール輸送層としてＮ，Ｎ’－ジフェニル－Ｎ，
Ｎ’－ビス（３－メチルフェニル）－１，１’ビフェニル－４、４’ジアミン（略称「Ｔ
ＰＤ」）を７０ｎｍの膜厚で形成した。
　そのＴＰＤ上に発光層兼電子輸送層として、トリス（８－キノリノラト）アルミニウム
（略称「Ａｌｑ3」）を６０ｎｍの膜厚で形成し、続いて中間電荷発生層３を形成した。
【００３１】
　その中間電荷発生層の形成は以下のとおりに行った。
　まず、亜鉛フタロシアニン（略称「ＺｎＰｃ」）とマグネシウムとを共蒸着することで
フタロシアニン系有機化合物ホストにｎドーパントを含有する層を１０ｎｍの膜厚で形成
した。
　なお、その際にはＺｎＰｃとＭｇとは重量比で３：１（すなわちＺｎＰｃ：Ｍｇ＝３：
１）となるようにした。
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【００３２】
　続いて、亜鉛フタロシアニンと７，７，８，８－テトラシアノ－２，３，５，６テトラ
フルオロキノジメタン（略称「Ｆ4－ＴＣＮＱ」）とを共蒸着することでフタロシアニン
系有機化合物ホストにｐドーパントを含有する層を１０ｎｍの膜厚で形成した。
　なお、その際にはＺｎＰｃとＦ4－ＴＣＮＱとは重量比で１：１（すなわちＺｎＰｃ：
Ｆ4－ＴＣＮＱ＝１：１）となるようにした。
【００３３】
　次に、中間電荷発生層にホール輸送層としてＴＰＤを７０ｎｍの膜厚で形成し、その形
成後ＴＰＤ上に発光層兼電子輸送層としてＡｌｑ3を６０ｎｍの膜厚で形成した。
　その後、Ａｌｑ3上に、Ａｌｑ3とマグネシウムとを共蒸着することにより、電子注入層
を１０ｎｍの膜厚で形成し、その形成後対向電極２であるアルミニウム層を６０ｎｍの膜
厚で形成した。
　なお、その共蒸着の際には、Ａｌｑ3とＭｇとは重量比で３：１（すなわちＡｌｑ3：Ｍ
ｇ＝３：１）となようにした。
【００３４】
　このようにして作製した実施例１の発光素子について、外部量子効率を測定したところ
、実施例１のタンデム型発光素子は、図４に図示するように単体型の発光素子に比し約２
倍の効率を発現できることがわかった。
　さらに、実施例１の発光素子について、輝度と電圧との関係（輝度－電圧特性）及び電
流密度と電圧との関係（電流密度－電圧特性）を測定したところ、それぞれ図５及び６に
示すとおりの結果が得られた。
【００３５】
　なお、図４において比較対象として用いた単体型の発光素子は、以下のとおり作製した
。
　すなわち、前記した透明電極であるＩＴＯ上にホール輸送層としてＴＰＤを７０ｎｍの
膜厚で形成し、そのＴＰＤ上に発光層兼電子輸送層としてＡｌｑ3を６０ｎｍの膜厚で形
成した。
　その後、そのＡｌｑ3上にＡｌｑ3：Ｍｇ＝３：１の層を膜厚１０ｎｍで形成し、その形
成後対向電極であるアルミニウムを６０ｎｍの膜厚で形成した。
【実施例２】
【００３６】
　前記した実施例１においては、２つの発光層に同一の物質を用い同一色を発光させてい
るが、この実施例２では、２つの発光層には異なる物質を用いて異なる色を発光させた。
　本発明はこの実施例２によっても何等限定されるものではなく、特許請求の範囲によっ
て特定されるものであることは実施例１の場合と同様にいうまでもない。
　なお、図７には実施例２の発光素子の積層構造を図示する。
【００３７】
　基板には、実施例１と同様に面抵抗１０Ω／□、膜厚１５０ｎｍのインジウム－スズ酸
化物（ＩＴＯ）膜が形成されたガラス板を用い、それを使用直前に沸騰させたエタノール
中に約５分間浸し、引き上げ後、エタノールの沸騰蒸気に曝し、その後ＵＶ－オゾンクリ
ーナーで約２０分間洗浄し、基板上の有機物を除去した。クリーナーから取り出す際には
窒素置換を行った。
　次ぎに、素子作製を行ったが、実施例１と同一の真空蒸着装置を使用し、洗浄した基板
を前記蒸着装置のチャンバー内に同様に配置し、実施例１の場合と同様に３．３×１０-6

Ｔｏｒｒ以下で、以下の全ての層を蒸着にて形成した。
【００３８】
　実施例１と同様に、まず透明電極１であるＩＴＯ上に、実施例１の場合と同じＴＰＤを
同一の膜厚でホール輸送層として形成し、そのＴＰＤ上に発光層兼電子輸送層として、実
施例１と同じＡｌｑ3を５５ｎｍの膜厚で形成した。
　その後Ａｌｑ3層上に電子注入層としてＡｌｑ3：Ｍｇ＝３：１の層を層厚５ｎｍで積層
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で形成した。
【００３９】
　次いで、中間電荷発生層上にホール輸送層として実施例１と同じＴＰＤを同一膜厚で形
成し、その形成後ＴＰＤ上に発光層兼電子輸送層として実施例１とは異なるＡｌｑ3：Ｄ
ＣＭ－１＝４０：１の層を６０ｎｍの膜厚で積層し、その後実施例１とは異なるＭｇ：Ａ
ｇ＝９：１の層を対向電極として層厚１５０ｎｍで形成した。
　なお、「ＤＣＭ－１」は、４－（ジシアノメチレン）－メチル－６－（４－ジメチルア
ミノスチリル）－４Ｈ－（ピラン）の略号である。
【００４０】
　このようにして作製した実施例２の発光素子について、発光試験を行ったところ図８に
図示するスペクトルが得られた。
　この発光により得られる光は黄色であるが、その発光スペクトルには２つのピークがあ
り、低い方のピークはＡｌｑ3のピークの緑発光に該当し、高い方のピークは赤発光のＤ
ＣＭ－１のピークに該当することが、その図８に図示したそれぞれのピークからわかる。
　以上のとおりであり、実施例２の発光素子については、２つの有機発光層の間に中間電
荷発生層を介在させることにより、それぞれの発光層が発光していることが確認できる。
　また、この実施例２の発光素子も、単体型の発光素子に比し約２倍の効率を発現でき、
より高い電流効率（ｃｄ／Ａ）を有する。
【図面の簡単な説明】
【００４１】
【図１】本発明を実施するための最良の形態である発光素子を図示する。
【図２】有機ＥＬ発光素子の基本構造を図示する。
【図３】実施例１の発光素子の積層構造を図示する。
【図４】実施例１で作製した発光素子の外部量子効率を測定した結果を電流密度との関係
で図示する。
【図５】実施例１で作製した発光素子の輝度と電圧との関係を図示する。
【図６】実施例１で作製した発光素子の電流密度と電圧との関係を図示する。
【図７】実施例２で作製した発光素子の積層構造を図示する。
【図８】実施例２で作製した発光素子の発光スペクトルを図示する。
【符号の説明】
【００４２】
　１　　透明電極
　２　　対向電極
　３　　中間電荷発生層
　４　　正孔輸送層４
　５　　発光層
　６　　正孔輸送層
　７　　発光層
　８　　電子注入層
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